
保障審議会  一障害著部会  
第卸固（H20．9．24）  資料2－②  

地域における自立した生活のための   

支援「地域での生活の支援」  

（参考資料）   



（目指す方向）  

。できるだけ身近なところにサービス拠点  
・NPO、空き教室、小規模作業所、民間住宅など地域の社会資源を活かす  
・施設入所者も選べる日中活動  

・重度の障害者も地域で暮らせる基盤づくり   



障害福祉計画の全国集計結果  

【現在（平成17年10月時点）】  【平成23年度末】   

2
 
 



施設入所者の地域生活への移行に関する状況について  

※2．586  

l ；○対象施設  くH19，10．1現在〉  〈H17．10．1現在〉  
（1）身体障害者療護魔設  

（2）身体障害者入所授産施設  

（3）知的障害者入所更生施設  

（4）知的障害者入所授産施設  

（5）精神障害者入所授産施設  

（6）身体障害者入所更生施設  

（7）精神障害者生活訓練施設  

（8）障害者支援施設  

入所者数  139，009人  138，620人  

▲0．3％（▲389人）  

：※（6）及び（7）は、地域生活移行者と t   
して障害福祉計画に計上した場合。  

乙入所者数 の増減内訳  

く 入 所 者  数 減 の 内 訳 く 移 行 先） 〉  く入所者数増の内訳〉  

他入所施設  他入所施設  地域移行型  
地域生活移行  

（障害）  （老人）  ホーム   
病 院   その他   計   

▲9，344人   ▲2，967人   ▲662人   ▲90人   ▲2，474人   ▲3，408人   ▲18，945人   

旦」塾域生活への移往抜盟  
〈H17．10．1一→H19．10．1〉  

¢．7％（H17．10．1入所者数をベースとして地域生活へ移行した割合）  9，344人  地域生活へ移行した者   

く地域生活へ移行した者の住まいの場の内訳〉  

共同生活介護  共同生活援助  福祉ホーム  通勤寮（旧法）   一般住宅   公営住宅   自宅（家庭復帰）   その他   

2270人（24．3％）  1661人（17．8％）  195人（2．1％）  112人（1．2％）  1072人（11．5％）  190人（2．0％）  3642人（39．0％）  202人（2，2％）   
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【精神疾患総数】  

300  350  400  100  150  208  250  

□ 
＝10如上（単位‥千人： 攣10年以上  

＋冊＿＿＋仁 」  
1年未満  □1年以上5年未満   

田5年以上10年未満  

資料：患者調査  
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精神病床における患者の動態  

「今後の  豆祉のあち   Iこ閲す㈱論の整理と今後の検討の方向性【羞  

●一■■一●－－一一－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－一一一－－－一一－－一一一一一一－－－－－－－－－－－、■－■－－－■■■●■●－  

（入院期間1年以上患者の動態）  

○在院期間1年以上での退院は毎年5万人弱で推移しているが、新たに入院期間1年以上となる患者数が毎年   

5万人程度であるため、その結果として、1年以上入院患者数は23万人弱で大きく変化していない。  
l－－－－－－一一－－－－－一一－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一－－■●■■■一－＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．  

（参考） 精神病床における患者の動態の年次推移  

1ケ月以上  

3ケ月未満  

（資料：精神・障害保健課調）  

1年以上  

3ケ月以上  

1年未満   1ケ月末満  

H16：30．2万人   
（＋1．4万人）  

H15：28．8万人   
（＋1．6万人）  

H16：15．9万人   
（＋0．5万人）  

H15：15．4万人   
（十0．8万人）  

H16：4．9万人   
（－0．1万人）  

H15：5．0万人   
（＋0．4万人）  

前年からの入院継続患者  

H16：22．6万人  
（－0．3万人）  

H15：22．9万人  
（－0．2万人）  

H14：23．1万人  

うち翌年まで入院継続する者  

18万人   

3万床  

年間新規   

入院患者数  

H16：37．8万人   
（＋2，2万人）  

H15：35，6万人   
（＋2．4万人）  

H14：33．2万人  

H16：2．5万床  
H15：2．4万床  
H14：2．2万床  

H16：2．8万床  
H15：2．9万床  
H14：2．9万床  

H16：4，8万床  
H15：4．8万床  
H14：4．8万床  

退院患者  退院患者  退院儒者  退院患者  

H16年：7．6万人   
（＋0．8万人）  

H15年：6．8万人  

H16年：14．3万人  
（＋0．9万人）  

H15年：13．4万人  
（＋0．8万人）  

H16年：11．0万人   
（＋0．6万人）  

H15年：10．4万人   

H16年：4．7万人   
（－0．3万人）  

H15年：5．0万人  
（＋0．8万人）  

14年：6．0万  

（＋0．4万人）  

14年：10．0万  
（＋0．3万人）  

14年：4．7万   年：12．6万  
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・ 時における報酬上の評価について  
1．障害者支援施設からの退所時   

地域移行加算：500単位（退所前・退所後の2度の加算が可能。）   
P ■■ ■－ ■－1－ ■ ■ －1－■l－ － ■ ■■－ ■■■ － － －■－ ■－■ － － － ■－ ■■■－ － ■■■－ － 一 一■ － ■■ ■ ■ － －11■■ － ■－11111■ ■■■ ■－1－ ■■ ■■ ■l■■ ■ ■■■ ■■1－ ■－ － －1－ ■】lll■l－ － －1R■ ■■ － 嘩Il－■■  

托要件】（1）対象者：入所期間が1月を超えると見込まれる利用者  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
「  

l  

l  

l  

】  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

I  

（2）要 件：  

①退所前：障害者支援施設の職員が、ア：退所後の生活について相談援助を行い、  

イ：かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、  

当該利用者及びその家族等に対して退所後の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合  

②退所後：退所後30日以内に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族等に相談支援を行った場合  

2．精神科病院からの退院時  

①精神科地域移行実施加算：5点（1日につき）   
■ － ■ ■ － ■ ■ － ■ ■■ ■ ■ ■ － ■ － － － ■ ■ ■ － ■ ■ ■■ － ■ ■－ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ － ■■ ■■■lllll一 ■ ● － ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ － 一 一 ■■■ － ■■■■■■ － ■ ■ － － ■■● ■ ■－ ■ ■ ■ ■ － ■■ ■  

：【要件】（1）対象者：精神病棟における入院期間が5年を超える患者  

（2）要件‥地域移行を推進する専門の部門を設置する保険医療機関において、退院調整を実施し、計画的に地域   

への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟の入院患者について算定  

（※保険医療機関は、精神病様における入院期間が5年を超える患者数を直近の1年間5％以上減少させた実績がある機関をいう。）   
－ ■「1－ ■l鞘l－ － ■ － ■ ■■■ － ■ ■ ■■■ ■■ ■lll■ － ■■ － ■ ■ ■■l■ 一 t■ 一Illll■ － ■l■ ■ ■ － ■ － － ■ ■ ■ ■ ■■■llll■ － － ■■ －■ － － ■l■l■ ■ ■■ － ●1－ － － － ■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ － ■ ■E■ tl■ － － ■－ ■■ll■■  

②精神科退院指導料：320点（イの場合は、精神科地域移行支援加算として更に200点加算）  
‾‾‾■‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾■‾‾‾ 

「  

：【要件】ア（ア）対象者  ：入院期間が1且を超える精神障害者である患者又はその家族等  

医師・看護師等が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画  

を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合、入院中 1回限り算定。  

：入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等  

医師一看護師一作業療法士■精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は  

福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行い、当該患者が退院した場合  

（イ）要件：  

イ（ア）対象者  

（イ）要件  

1■▼ ＝∵ ∴㍗ ∴ J」⊥＝」一 ＝」∴ ∴ ＝一こ二 ＝＝∴ ＝こ】【＝＝］【．⊥ ＝ ∴ ∴二 ∴ ∴ ＝∴ ∵ ∴ 二． ＝。＝コ．．二ニ．．〔二こ．．」」」」 丁ニ ∵rr∴「‥ ∴ 二⊥ L∴」 ∴ ＝】L］＿「∵ ∴ ∴ ∴ パト「 こTl■■「＝ ＝ ∴＝コ ∴ ＝三 L㌧ 」  ニコ㌧∵ ∴ ∴1  
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現在のサービス利用計画作成費の対象者  
－．．－ ■ ■■ ■ － ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■■－ ■ － ■ － － ■ － ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ● － － ■ ■ － ■ － ■■ － － － － ●一 一 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■■ ■ － ■■ ■－ ■ － ■  －1■■1  

1．障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者。  
2．自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者。  
3．重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者。  

設からの退所等に伴い、側  

家
庭
環
境
の
変
化
 
 

ス
テ
ー
ジ
の
変
化
 
 

7   



冨祉サービス  2．自ぢ  〒うことが困難で  

ことがで  

重度障害者等包括支援の対象者   

障害程度区分が区分引こ該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する看であって、以下に掲げる者  

類 型  状態像   

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等  気管切開を伴う人工呼吸矧こよる呼吸管理を行っている  ・筋ジストロフィー・脊椎損傷  があり 
、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいず  Ⅰ類型   ・ALS  ・遷延性意識障害 等  

れかに該当する者   
最重度知的障青春  Ⅱ類型   ・重症心身障害者  等   

障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目（11項目）嘗め合計点散が15点以上である者 Ⅱ類型  ・強度行動障害  等   

※重度障害者等包括支援の支給決定を受けている者は対象外  
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